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諸般の報告（令和４年第４回議会定例会（令和４年９月２日）後）

令和４年１２月５日（月）

◎ 議決結果の報告

○ ９月９日、令和４年第３回議会定例会の議決を経た議案を、地方自治法第１６条第１項、

第１２３条第４項及び第２１９条第１項の規定により村長に送付。

◎ 監査の報告受理

○ ９月２１日、１０月２４日及び１１月２１日、監査委員から例月出納検査の報告を受理。

○ １０月２１日、監査委員から定期監査の報告を受理。

◎ 系統議長会関係

○ ９月２８日、青森県町村議会議長会理事会出席。

○ １０月２５日、正副議長・事務局長研修会出席。

○ １１月８日、青森県選出国会議員との懇談会出席。

○ １１月９日、町村議会議長会全国大会出席。

○ １１月１０日～１２日、三戸郡町村議会議長県外行政視察研修出席。

○ １１月１６日、青森県町村議会議長会知事を囲む行政懇談会出席。

○ １１月３０日、青森県町村議会議長会理事会出席。

◎ 議員派遣の報告

○ １０月１８日、三戸郡町村議会議員研修会に出席した議員から、次のとおり報告を受理。

日 時 令和４年１０月１８日

場 所 新郷村

目 的 三戸郡町村議会議員研修会

派遣議員 福山惠一郎、横道一男、細川真理子、滝沢 仁、村岡和俊、才神幸男、永野

範英、稲葉嘉浩

○ １０月２６日～２９日、新郷村議会議員県外行政視察研修に出席した議員から、次のと

おり報告を受理。

日 時 令和４年１０月２６日～２９日

場 所 広島県・島根県

目 的 新郷村議会議員県外行政視察研修

派遣議員 福山惠一郎、横道一男、細川真理子、滝沢 仁、村岡和俊、才神幸男、永野

範英、稲葉嘉浩
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会 期 日 程

令和４年第４回新郷村議会定例会会期日程

月 日 曜日 種 別 内 容 開議時間

１２月 ５日 月 本会議 議案一括上程、提案理由説明 午前１０時

１２月 ６日 火 委員会 各委員会 午前１０時

１２月 ７日 水 休 会 議案熟考

１２月 ８日 木 本会議 一般質問 午前１０時

１２月 ９日 金 本会議 議案審議 午前１０時
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陳情文書表

令和４年第４回新郷村議会定例会

陳情

番号

受理

番号

受 理

年 月 日
陳情の趣旨 陳情者の住所氏名

付 託

委 員 会

１ ６
令 和 ４ 年

１１月１７日

新郷村長・村議会議員選

挙での選挙公報の発行に

関する条例の制定を求め

る陳情

青森県弘前市安原３－３

－１１

竹浪気付

青森県政を考える会共同

代表

内田 弘志 鳴海 清彦

仁平 將

総務常任

委 員 会





第 １ 日 （１２月５日）
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令和４年第４回新郷村議会定例会

令和４年１２月５日（月曜日）午前１０時０３分開会

議事日程（第１号）

日程第 １ 会議録署名議員の指名について

日程第 ２ 会期の決定について

日程第 ３ 議案第７６号から議案第９２号まで（村長提出・提案理由説明）

日程第 ４ 陳情について

─────────────────────────────────────────────────

本日の会議に付した事件

議案第７６号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和４年度新郷村一般会計補正予算（第５号）」

議案第７７号 新郷村重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例案について

議案第７８号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案について

議案第７９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

案について

議案第８０号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案について

議案第８１号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案について

議案第８２号 新郷村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例案について

議案第８３号 新郷村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案について

議案第８４号 新郷村個人情報の保護に関する法律施行条例案について

議案第８５号 令和４年度新郷村一般会計補正予算（第６号）案について

議案第８６号 令和４年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案について

議案第８７号 令和４年度新郷村介護保険特別会計補正予算（第３号）案について

議案第８８号 令和４年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第４号）案について

議案第８９号 令和４年度新郷村簡易水道特別会計補正予算（第２号）案について

議案第９０号 令和４年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第２号）案につ

いて

議案第９１号 令和４年度新郷村農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）案について
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議案第９２号 役場庁舎及び山村開発センター外壁等改修工事の請負契約の一部変更について

出席議員（８名）

１番 稲 葉 嘉 浩 君 ２番 永 野 範 英 君

３番 才 神 幸 男 君 ４番 横 道 一 男 君

５番 村 岡 和 俊 君 ６番 滝 沢 仁 君

７番 細 川 真理子 君 ８番 福 山 惠一郎 君

欠席議員（なし）

地方自治法第１２１条の規定による者の職氏名

職務のため出席した者の氏名

村 長 櫻 井 雅 洋 君 副 村 長 横 田 堅 悦 君

教 育 長 岡 田 稔 君 総 務 課 長 髙 村 郁 子 君

会計管理者 桜 井 真紀子 君
企 画 商 工
観 光 課 長 櫻 䑓 博 明 君

農 林 課 長 高 見 憲 一 君 建 設 課 長 福 山 徹 君

税 務 課 長 戸 田 ひとみ 君 住 民 課 長 中鶴間 淳 子 君

厚 生 課 長 沢 口 くみ子 君 診療所事務長 工 藤 勝 志 君

教育委員会
総 務 課 長 福 山 佐登志 君

議 会
事 務 局 長 本 間 由美子 君 主 査 福 山 拓 史 君
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─────────────────────────────────────────────────

◎開会の宣告

○議長（福山惠一郎君） 定足数に達していますので、令和４年第４回新郷村議会定例会を開

会いたします。

これから本日の会議を開きます。

これから諸般の報告をいたします。

報告事項については、お手元に配付した資料のとおりであります。

これで諸般の報告を終わります。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

（午前１０時０３分）

─────────────────────────────────────────────────

◎会議録署名議員の指名

○議長（福山惠一郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、稲葉嘉浩君、細川真理子君を指名い

たします。

─────────────────────────────────────────────────

◎会期の決定

○議長（福山惠一郎君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

会期の日程等については、議会運営委員会の審議の結果、お手元に配付のとおりであります

が、この際、議会運営委員長から報告を求めます。

委員長、滝沢仁君。

○議会運営委員長（滝沢 仁君） おはようございます。

ご報告いたします。

議会運営委員会において審議した結果は、お手元に配付してあります会期日程表のとおりで

あります。本日から１２月９日までの５日間といたします。

以上、報告を終わります。

○議長（福山惠一郎君） ただいまの委員長の報告のとおり決定したいと思います。これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。
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したがって、本定例会の会期は委員長報告のとおり本日から１２月９日までの５日間と決定

いたしました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第７６号から議案第９２号までの上程、説明

○議長（福山惠一郎君） 日程第３、議案第７６号から議案第９２号までの議案１７件を一括

上程いたします。

村長から提案理由の説明を求めます。

村長。

○村長（櫻井雅洋君） おはようございます。

令和４年第４回新郷村議会定例会提案のご説明を申し上げます。

本日ここに、令和４年第４回新郷村議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはご

多忙の折、ご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げるとともに、本定例会に提案しております議案の概要

についてご説明を申し上げ、ご審議の参考に供したいと存じます。

さて、今年一年を振り返ってみますと、今年も自然災害が多かった年と言えると思います。

８月には、県内市町村で、活発な線状降水帯や低気圧による河川の氾濫や住居浸水、道路決壊、

津軽地方ではリンゴ畑の冠水でリンゴ農家に損害を与えるなど、甚大な被害に見舞われました。

村内においては、三十数か所の被害が報告されており、災害復旧費を予算化し対応したところ

であります。

また、コロナウイルス感染は依然として高止まり状態で、一向に感染者が減少しておりませ

ん。そして、今年は何といっても円安が進行し、燃油、物価、資材等の高騰が村民の暮らしや

農業経営、事業所の経営に大きく影響を与え、限られた財源から支援策を講じたところであり

ます。

こうした状況下での新年度予算編成の方針として、①ウィズコロナの新たな段階への移行を

意識した行政サービスの向上に併せて経費の削減や効率的な執行に努める、②スクラップ・ア

ンド・ビルドの徹底、③財源調整のための基金取崩しの抑制、④投資的経費に充当する新規村

債発行額の抑制、この方針を重視し、複数の部署に関係する事務事業は事前に協議をする、ま

た、国・県の動向を注視し、補助事業を受けて財源の活用を図る、さらに、村単独の負担金、

補助金、交付金は事業効果等を精査し、住民サービス低下に十分配慮した編成を指示している

ところです。
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村税収入、地方交付税等の伸びが依然として期待できず、義務的経費が増加するなど５年度

の一般財源不足が予想されます。先般の全国町村長大会で、地方交付税等の一般財源総額確保

を第一に掲げ、まち・ひと・しごと創生事業費、地域社会再生事業費等の拡充、継続を政府に

要望するよう決議しております。

また、過疎地域の多様な財政需要に対応するため、過疎対策事業債の必要額を確保し、ハー

ド分の対象事業を公共施設の除去等へ拡大するとともに、発行限度額を引き上げることや、辺

地対策事業債についても、人口減少に伴う辺地地域の人口要件を緩和するよう要望しておりま

す。

このように、国に対し財源確保の要望はしてまいりますが、村として財政規模に見合った事

業の展開を図っていきたいと思っております。

令和４年度の行政運営は当初予算で計上した諸事業も順調に推移しており、工事関係は、災

害復旧事業や橋梁事業等は今後の発注になりますが、約８０％の進捗率であります。農林関係

では１００％の進捗率で推移しており、予算執行率は１０月末現在で一般会計、特別会計総額

で約３８％となっております。今後は計画の遂行に伴って、適正な予算執行に努めてまいりま

す。

基幹産業である農業の発展と住民の生活を守り、元気で幸せな新郷村を目指し、邁進してま

いりたいと思っておりますので、議員皆様方のご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

それでは、提案いたしました議案１７件についてご説明を申し上げます。

議案第７６号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについては、令和４年度新郷

村一般会計補正予算（第５号）でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１２６万３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億２，９７９万２千円

といたしました。

歳入の内容は、１５款県支出金で農林水産業費委託金１２６万３千円を追加しております。

歳出の内容は、６款農林水産業費で中山間地域総合整備事業費１２６万３千円を追加してお

ります。

議案第７７号 新郷村重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例案については、

重度心身障害者医療費助成制度では、国民健康保険の被保険者の適用をしている市町村が、住

所地にかかわらず助成実施主体となることとなっていることから、その整合性を図るため提案

するものであります。

議案第７８号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案につい
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ては、議会の議員の期末手当の支給割合を改めるため提案するものであります。

議案第７９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例案については、特別職の職員で常勤の者の期末手当の支給割合を改めるため提案するもので

あります。

議案第８０号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案については、青森

県人事委員会からの職員の給与に関する報告及び勧告に基づき、職員の給料月額、勤勉手当の

額等を改定するため提案するものであります。

議案第８１号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案については、

地方公務員法の改正に伴う所要の整理を行うため提案するものであります。

議案第８２号 新郷村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例案については、国

家公務員法等の改正に準じ、職員の定年を段階的に引き上げるとともに、６０歳に達した職員

の給料月額の特例を定め、地方公務員法の改正に伴い、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前

再任用短時間勤務職員の任用に関し必要な事項を定める等のため提案するものであります。

議案第８３号 新郷村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案については、

地方公務員法の改正に伴う所要の整理を行うため提案するものであります。

議案第８４号 新郷村個人情報の保護に関する法律施行条例案については、個人情報保護に

関する法律（平成１５年法律５７号）が改正され、同法において条例で定めることとされてい

る事項等を定める必要があるため提案するものであります。

議案第８５号 令和４年度新郷村一般会計補正予算（第６号）案についてでありますが、既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，９８１万６千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３１億６，９６０万８千円といたしました。

歳入の主なるものについては、２款地方譲与税で森林環境譲与税３１５万２千円を追加して

おります。

１４款国庫支出金で衛生費国庫補助金１２２万３千円を追加し、土木費国庫補助金の社会資

本整備総合交付金３７５万３千円、道路メンテナンス補助金６６８万６千円をそれぞれ減額し

ております。

１５款県支出金で経営所得安定対策直接支払推進事業補助金１７６万９千円を追加しており

ます。

１８款繰入金、２項基金繰入金で財政調整基金４，７１６万８千円を追加しております。

２１款村債で土木債、橋梁整備事業債５００万円を減額しております。
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歳出の主なるものについては、２款総務費、１項総務管理費で財産管理費の光熱水費１５０

万円、修繕費１２０万円、役場庁舎外壁等改修工事１００万円をそれぞれ追加し、役場庁舎空

調設備改修工事２５０万円を減額しております。

２項徴税費で標準宅地鑑定委託料１３３万７千円を追加しております。

３款民生費、１項社会福祉費で総合福祉センター管理運営費の光熱水費５００万円を追加し

ております。

４款衛生費、１項保健衛生費でインフルエンザ等予防接種委託料１７０万５千円、予防接種

システム項目追加作業委託料１１３万９千円、２項水道費で簡易水道特別会計への繰出金３０

６万６千円をそれぞれ追加しております。

６款農林水産業費、１項農業費で新郷村地域農業再生協議会補助１７６万９千円、有機資源

センター新郷管理運営費の修繕費１２７万３千円、２項林業費で造林等推進事業補助３３２万

円をそれぞれ追加しております。

７款商工費、１項商工費で温泉事業管理運営費の燃料費５００万円、光熱水費３００万円を

それぞれ追加しております。

８款土木費、１項土木管理費で特定環境保全公共下水道特別会計への繰出金１６８万円を追

加し、２項道路橋梁費で測量設計委託料等７００万円、工事請負費９３４万円をそれぞれ減額

しております。

９款消防費で非常備消防費の消防団員報酬４００万円を追加しております。

１０款教育費、７項学校給食費で中学校給食費の修繕費１１５万円を追加しております。

１１款災害復旧費で農業用施設災害復旧費、農地・水路土砂排土等委託料１５０万円、工事

請負費１５０万円をそれぞれ追加しております。公共土木施設災害復旧事業費の道路・河川土

砂排土等委託料３００万円、工事請負費１００万円をそれぞれ追加しております。

議案第８６号 令和４年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案についてであ

りますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６万５千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３億８，８５９万２千円といたしました。

議案第８７号 令和４年度新郷村介護保険特別会計補正予算（第３号）案についてでありま

すが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４９万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ５億２，０５２万１千円といたしました。

議案第８８号 令和４年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第４号）案につい

てでありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８２万円を追加し、歳入歳
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出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３７５万７千円といたしました。

議案第８９号 令和４年度新郷村簡易水道特別会計補正予算（第２号）案についてでありま

すが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４１万６千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ５，７７３万７千円といたしました。

議案第９０号 令和４年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第２号）案に

ついてでありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６８万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億５，６４５万９千円といたしました。

議案第９１号 令和４年度新郷村農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）案について

でありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０万円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２，７９７万７千円といたしました。

議案第９２号 役場庁舎及び山村開発センター外壁等改修工事の請負契約の一部変更につい

ては、役場庁舎及び山村開発センター外壁等改修工事の請負金額に変更が生じたため提案する

ものであります。

以上、提案いたしました議案について、その概要をご説明申し上げましたが、議事の進行に

伴い質問に応じ、本職はじめ関係者から詳細にご説明申し上げたいと思います。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜りますようお願い申し上げます。

なお、字句、数字等の読み違いについては、議長において訂正くださるようお願いいたしま

す。

─────────────────────────────────────────────────

◎陳情について

○議長（福山惠一郎君） 日程第４、陳情についてを議題といたします。

今期定例会において、本日までに受理した陳情はお手元に配付した陳情文書表のとおりであ

ります。これについては、会議規則第９２条の規定により所管の常任委員会に付託しましたの

で、報告いたします。

受理番号６の陳情については、総務常任委員会に付託であります。

─────────────────────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（福山惠一郎君） 以上をもって本日の議事日程は終了しました。

来る１２月８日は午前１０時から会議を開きます。

本日はこれで散会いたします。
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ご苦労さまでした。

（午前１０時２７分）





第 ２ 日 （１２月８日）
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─────────────────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（福山惠一郎君） おはようございます。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

（午前１０時００分）

─────────────────────────────────────────────────

◎一般質問

○議長（福山惠一郎君） 日程第１、一般質問を行います。

─────────────────────────────────────────────────

◇ 永 野 範 英 君

○議長（福山惠一郎君） 質問の通告がありますので、順次発言を許します。

２番、永野範英君。

○２番（永野範英君） おはようございます。議席番号２番、永野でございます。

議長のお許しをいただきましたので、通告書に基づきまして２点ほど質問をさせていただき

ます。

それでは、１点目でございますが、村道補修についてであります。

村道補修に関わる令和５年度の舗装個別施設計画の概要について、村長よりお伺いいたしま

す。

令和２年第４回定例会の一般質問において、村道補修について、村道の舗装などの経年劣化

などにより悪化している路線について、修繕をどのように考えているのか、改善計画などがあ

るのかどうか質問をさせていただきました。

村長は、「村で管理している村道は総延長１８２．５キロメートルで、舗装延長は

１０３．３キロメートルであり、舗装率は約７５％程度となっている。改修計画については、

舗装の適正な管理と長寿命化対策を目的とした舗装個別施設計画を策定中で、損傷状況や交通

量などを考慮し、令和５年度から村道の補修、改修工事を順次実施していく予定となっている」

と答弁されましたが、損傷状況や交通量などを考慮した結果について、選定場所、順番につい

てどのような計画になったのか、令和５年度からの舗装個別施設計画の概要についてお知らせ

願いたい。

次に、２点目でございますが、令和５年度予算編成の方針、基本的な考え方についてであり
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ます。

新年度予算編成の時期となりましたが、令和３年度決算事業及び今年度実施された事業成果

などを踏まえまして、令和５年度予算編成の方針、基本的な考え方について、村長の考えをお

伺いいたしたい。

以上２点の答弁をお願いし、再質問は自席にて行いたいと思います。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） おはようございます。

２番、永野議員の令和５年度からの舗装個別施設計画の概要についてお答えいたします。

村では、令和３年度に舗装個別施設計画を作成しております。舗装個別施設計画は、村が管

理する道路の適切な維持管理のため、既存の路面状態調査結果を基に、舗装路面の損傷状況を

把握した上で、効率的な舗装の長寿命化や維持修繕を行うものであります。

路面調査の結果、村道の損傷状況は、ひび割れや路面の欠損が見られ、修繕しなければなら

ない箇所が見られる状況となっております。

舗装等の優先順位としては、破損状況が多い国道、県道に接続する幹線道路から行う計画で

あります。

なお、令和５年度以降の計画としては、国道４５４号からの長峯・横沢線のほか２路線を計

画しておりますが、国と県の補助事業を利用し、財源を確保しながら整備していきたいと思っ

ております。

次に、令和５年度予算編成の方針、基本的な考え方についてですが、提案説明でも申し上げ

ましたとおり、令和５年度予算編成においては、財政力に見合った歳出規模への転換を図り、

時代に即した真に必要な事務事業を見極めながら、効果的で効率的な行政運営、強固な財政基

盤の確立を目指し、①ウィズコロナの新たな段階への移行を見据えた取組、②スクラップ・ア

ンド・ビルドの徹底、③財源調整のための基金取崩しの抑制、④投資的経費に充当する新規村

債発行額の抑制、この４つを基本方針として定めております。

ウィズコロナへの新たな段階への移行や物価高騰への対応、エネルギーの安定供給、確保な

どが村民の生活や地域経済に大きな影響を及ぼすとともに、本村の財政運営に対しても、エネ

ルギー、食料品価格等の物価高騰や、その影響を受けた農家や事業者への対応など新たな行政

需要を発生させ、大きな影響を及ぼしております。

令和５年度予算については、新型コロナウイルス感染症の感染状況や変異株の発生動向、エ

ネルギー、食料品の物価高騰についても細心の注意を払いつつ、厳しい財政状況下にあっても
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住民サービスの質を低下させず、ウィズコロナの新たな段階への移行の実現に向けた取組、さ

らには村民の生活や地域経済を支援する取組について、社会変化を的確に捉え事業の見直しや

再構築を行い、限られた財源の中で迅速かつ戦略的に事業を実施していくことが必要になると

考えております。

以上、永野議員の答弁とさせていただきます。

○議長（福山惠一郎君） ２番。

○２番（永野範英君） 再質問ですけれども、予算編成の方針についてであります。

新年度予算編成の方針の一つとして、ウィズコロナの新たな段階への移行を意識した行政サ

ービスの向上に併せて経費の削減や効率的な執行に努めると説明がございましたけれども、コ

ロナ禍における村財政に対しての令和３年度以降の税収などの影響、令和元年度、令和２年度

に比べましてどのようになっているのか、今、分かりましたらお知らせください。分からなけ

れば後でも結構でございます。できましたら数字でお願いいたします。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 令和２年度、令和３年度の税収に関して、ちょっと資料ないので分か

りませんが、交付税が、コロナ交付税がまず増大していると。そういうことから、決算でもお

話ししましたように、財政規模というんですか、予算規模というのが３０億を超えているとい

う状況を踏まえれば、やはりコロナ交付税のほうが大概を占めたのかなというように思ってお

ります。

以上です。

○議長（福山惠一郎君） ２番。

○２番（永野範英君） ありがとうございました。

令和３年度以降の税収の影響については、村税も交付税も減少しているということでござい

ますので、できましたら数字で、後でも結構でございますので、お知らせ願いたいなと思って

おります。

新年度予算編成については、村税収入、交付税とも伸びが期待できないという説明もござい

まして、どうか住民サービスの低下にならないように、これから予算編成に努めていただきた

いなと思っております。

それから、先ほど説明がございました村道補修についてでございますけれども、車社会に必

要不可欠なインフラとしての一つの道路である村道でございますけれども、産業の発展、生活

の向上、近隣市町村との交流、それからまた、子供たちの通学のための様々な目的で敷設整備
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されてまいりましたので、財政難ではございますけれども、これからも情勢を見据えた社会基

盤、村道の整備、維持管理に努めていただきたいというふうに考えております。

本日は、村道補修、それから令和５年度の予算編成の方針、基本的な考え方の２点について、

今、質問をいたしましたので、これからも櫻井村長の行政手腕にご期待を申し上げまして、私

の一般質問を終わらせていただきます。

○議長（福山惠一郎君） 以上で永野範英君の一般質問を終わります。

─────────────────────────────────────────────────

◇ 稲 葉 嘉 浩 君

○議長（福山惠一郎君） 次に、１番、稲葉嘉浩君。

○１番（稲葉嘉浩君） おはようございます。

議長のお許しをいただきましたので、質問をさせていただきます。

新郷村における総人口は減少傾向にあり、将来、老年人口がますます増加し、少子高齢化が

進行することにより、若年、生産人口は今以上に減少すると考えられます。既に新郷村の基幹

産業である農業の担い手不足や経済活動の停滞が問題となっております。このような現状を踏

まえ、新郷村からの若い世代の流出を抑制するとともに、村内外に対し新郷村の魅力をアピー

ルし、移住定住を促進する必要があると思います。

そこで、まず初めに、新郷村空き家バンク制度及び新郷村空家等利活用事業費補助金交付制

度の現状と今後の展望についてお聞きいたします。

新郷村では、本村における空き家の有効活用を通じて、新郷村民と都市住民の交流拡大及び

定住促進による地域の活性化を図るため、新郷村空き家バンク制度を制定し、さらに、空き家

等の利活用による移住定住の促進を図るため、新郷村補助金等の交付に関する規則に基づき、

新郷村空家等利活用事業費補助金の交付についての要綱を定めています。

そこで、以下のとおり質問いたします。

１、新郷村空き家バンクの現在の登録状況及び同制度の利用希望者の状況、また、同制度を

利用しての移住定住の実績は。

２、新郷村空家等利活用事業費補助金交付制度の利用状況は。

３、新郷村空き家バンク制度以外の空き家等の利活用による移住定住の促進へつながる施策

は考えているのかお答えください。

続きまして、新郷村の人口減少及び少子高齢化対策としての定住促進住宅の現状と今後につ

いてお聞きいたします。
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新郷村では、若い世代の移住者を呼び込んで人口減少に歯止めをかけ、村の活性化につなげ

るため、村外からの移住家族に新築一戸建てを格安の家賃で提供し、２２年間居住すれば土地

と建物を無償譲渡する定住促進住宅（東団地）を平成２７年に建築しました。入居者について

は、現在に至るまで紆余曲折あったことは、皆さんご存じのことと思います。

定住促進住宅について、以下のとおり質問いたします。

１、定住促進住宅の現状、入居者の人数及びその年齢別内訳は。

２、人口減少及び少子高齢化対策手段の一翼を担う定住促進住宅の今後をどう考えているの

か。

以上２点の質問にお答えください。

なお、再質問は自席からさせていただきます。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） それでは、１番、稲葉議員の質問にお答えいたします。

まず、新郷村空き家バンクの登録者数ですが、１１月３０日現在、４名です。利用希望者は

４名となっております。うち１人は現在商談中です。

令和２年の調査の際、所有者が特定できた件数が１３４件あり、うち８３件からの回答があ

りました。１９件の方から空き家バンクを利用したいとの回答を得られております。まずは、

これらの方の登録を進めていきたいと考えております。また、この制度を利用して移住定住の

実績は、購入者が１名、賃貸が２名あります。

新郷村空家等利活用事業費補助金交付制度の利用状況ですが、令和４年度は空き家購入者の

補助が１名で１１０万円、賃貸者の家賃補助が４名で８４万、このうち３名は３年度からの継

続補助です。動産の廃棄への補助が１名で９万となっております。

新郷村空き家バンク制度以外の空き家等の利活用による移住定住の促進につなげる施策とい

うことですが、まずは空き家バンク制度を積極的に活用するとともに、ホームページや情報誌

等を利用し、新郷村のＰＲに努めることや、青森県及び八戸地域連携中枢都市圏主催の首都圏

での相談会などを通じて、移住定住の促進を図っていきたいと考えております。

次に、人口減少及び少子高齢化対策についてお答えします。

定住促進住宅、通称東団地の現状ですが、１０棟のうち現在８棟入居しております。内訳は、

世帯主が４０代の家庭が１世帯で６名、３０代の家庭が５世帯で２２名、２０代の家庭が２世

帯で９名、合計８世帯３７名が入居しております。

定住促進住宅の今後のことですが、まずは空き室となっている２棟の入居者募集を図って、
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全て入居されることを第一に考えてまいりたいと考えております。

以上、お答えといたします。

○議長（福山惠一郎君） １番。

○１番（稲葉嘉浩君） 新郷村空き家バンクの件でございますけれども、結局は現在の新郷村

空き家バンク制度を活用していくと。あと、情報発信に努めていくということで、新たなそう

いう空き家に対する施策は考えていないということなんですけれども、去る１０月２８日、新

郷村議会議員県外行政視察研修で訪れた島根県飯南町の取組を紹介したいと思います。

人口約４，６００人ほどで、面積の約９０％を山林、原野が占め、周囲を１，０００メート

ル級の山々に囲まれた高原地帯です。人口１万人未満の町の中で、子育て世帯が住みたい田舎

ランキング２年連続全国１位に選ばれた町です。

この飯南町には、農業や集落後継者となる新規就農者の確保を目的に、トマトやパプリカの

生産を中心とした施設野菜での自営農業を目指す方を対象とした農林業定住研修制度がありま

す。この制度は、まず半日から１か月程度、農業体験を通じて、町の気候、風土、人を知って

もらう体験期間を設けています。その後、住まいを探してもらうのに新郷と同じような空き家

バンク制度を利用します。そこには、新郷と内容は違いますけれども、空き家等に関する助成

金制度が利用できます。

住む場所が決まったら、本当に農業をやっていくのか考える農業体験期間が１年間あります。

この１年間は町から毎月１２万円が支給されます。次に、農業で定住する決意を固めたら、農

業法人、農家、農業大学校で農業研修をします。この１年間は町から毎月１５万円支給されま

す。２年間の研修後、３年目以降、さらに５年間の就農計画を策定し、農業者として自営就農

した場合、農業次世代人材育成事業制度を利用して、年間１５０万円を５年間取得することも

可能だということです。この農林業定住研修制度は、町に定住する新規就農者に対し、充実し

た支援で初期投資軽減を目的とした制度であります。

村長にお伺いします。

飯南町のような事業は、財政面を考えますと、とてもまねできるものではありませんが、新

郷村として地域を支える重要な産業である農業を守るために、単に空き家の所有者と空き家の

取得あるいは賃貸希望者のあっせんだけの空き家バンクではなく、新規就農者に特化した移住

定住政策として空き家の利用を考えてはどうでしょうか。どのようにお考えでしょうか。

次に、定住促進住宅についてですが、私が質問したのは、入居者の人数及びその年齢別内訳

です。というのは、小学生、中学生、学校に通っている子供の数が知りたかったんです。そこ
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を教えていただきたいと思います。

また、また飯南町の話になりますけれども、町には民間の賃貸住宅はないそうです。町営住

宅と定住促進住宅、そして県営住宅があるそうです。定住促進住宅は３か所で、新郷村と同じ

ように、入居者については子育て世帯を対象としています。２５年の居住を確約し、２５年賃

貸後、土地建物の所有権譲渡がありますが、３か所の定住住宅の中にはセミオーダー住宅とい

うものがあります。それは、外装、内装、床等を自分好みにカスタムでき、間取りは３パター

ンから選べるものです。

定住促進住宅の今後についても、今の空いている２棟を優先的に募集していきたいという考

えでしたけれども、このセミオーダー住宅というのを活用しますと、新郷村でも次の定住促進

住宅をセミオーダーにしてみると、入居者の選択肢が増え、希望者が増えると思いますが、村

長はどう思いますか。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 今の飯南町の話を聞きましたけれども、そういうふうな話を事前に情

報として得られていれば、それなりの考えというのを皆さんと協議しながらやっていかなけれ

ばならないと思いますし、また、財政のことを考えながら、やはりどれがいいのかというのを

考えていかなければならないと思います。全て他町村と同じやり方ということでなくて、村は

村として何ができるかというのをこれから取り組んでいかなければならないなと思っておりま

す。

来る人が、前にも今年１０月頃、農業やりたいという人が来ましたけれども、取りあえず研

修してくださいという話で、農家の人を世話したんですが、今回はやめますと。そういうふう

なところもありますので、あくまでもこちらは受け身。確かにＰＲはするものの、来る人に対

して親身になって相談しながら取り組んでいきたい、そう考えております。

それから、定住促進の関係なんですが、現在、子供が高校生３人、中学生４人、小学生

１０人、年少６人、子供が計２３人で入居しております。それについても、定住促進について

も希望者があればやはり考えていかなければならないのかなと。村としてどれがいいのかとい

うのをこれから皆さんと協議しながらやっぱり考えていかなければならない、そう思っており

ます。

以上です。

○議長（福山惠一郎君） １番。

○１番（稲葉嘉浩君） 先ほど述べた新規就農者に特化した移住定住政策としての空き家の利
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用のことですが、実際に新郷でもそういう農業をやりたいという希望の方がいらしたというこ

とで、移住希望者の中には農業に興味を持ち、できれば農業で生活できるところに移住したい

と思う方が多くいると思います。しかし、農作業の内容が分からない、作れる、売れる作物は

何なのか、あるいは農地取得の問題等があり、まして一番の心配は、果たして農業で食べてい

けるのかという不安で、踏み出せないでいるのだと思います。

新郷村にはお金はないですけれども、農業従事者の高齢化や後継者不足等で耕作されなくな

った農地が多くあります。そこで、単なる空き家ではなく、農地付空き家を新規就農者に提供

してはいかがでしょうか。

また飯南町なんですが、飯南町の農林業定住研修制度では、就農相談から自営就農まで、町、

地元ＪＡ、農業法人、地元支援農家、農業委員会等から成る就農支援チームがバックアップし

ているそうです。飯南町議会議長の早樋氏のお話ですと、就農支援チームは残念ながら十分に

機能しているとは思えないということでしたけれども、移住を希望する新規就農者の持つ不安

を解消し、ぜひ新郷村に来ていただくには、就農支援チームのような組織が必要であり、その

サポートが必要ではないでしょうか。

やはりこういう問題は、行政だけで考えるのでは限界があると思います。地域の多くの組織

や個人が様々な意見を持ち寄り、いろいろな情報を共有して新郷村の将来のために取り組むべ

きだと思います。

空き家対策の一つとして、また飯南町なんですけれども、移住相談の一環としてお試し暮ら

し住宅というのがあります。田舎暮らしを希望する方が気軽に田舎暮らしを体験できるように、

家電や寝具等をそろえた住宅を最大１か月まで１泊につき幾らかで利用できる住宅です。実際

に町での暮らしを体験して、移住の検討の参考にできるということです。この制度では、新郷

村で利用する場合は、空き家を新郷村が取得し、または賃貸する必要がありますが、空き家利

用の移住定住政策として考えてみてはいかがでしょうか。

最後に、定住促進住宅についてですが、新郷村の定住促進住宅は東団地１か所のみです。先

ほど飯南町の定住促進住宅は３か所と申し上げました。そこでお聞きしたところ、その３か所

は一度に建築したものではなく、平成２２年から時期をずらして造成していったものだそうで

す。

先ほど東団地は２３人の子供がいるということでした。私が東団地住人の年齢別人数を聞い

た訳は、今現在、東団地に住んでいる子供たちが、中学校あるいは高等学校を卒業した後、新

郷村に何人残るかという問題があるからです。そして、社会に出て、あるいは大学等を卒業後、
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何人、新郷村に戻って来るでしょうか。東団地建築により一時的に人口が増えていますが、こ

のまま１か所のみであれば、私は定住促進にならないと思います。

確かに現在空き家状況の棟が２棟あるということですが、将来の定住促進を考えるのであれ

ば、財政が厳しい状況とはいえ、時期をずらして新たな定住促進住宅の建築を続けていくべき

ではないでしょうか。住宅を建てるだけでは駄目です。今後、村外からの移住者が増えるよう

に、入居者の条件の見直しだけではなく、何より村民みんなが協力して魅力ある新郷村にして

いく必要があると思います。村長はどう思われますか。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 稲葉議員のおっしゃるとおりだと思います。それも、先ほど行政だけ

では限りがあるという話をしておりますけれども、それに取り組む地域の人たちもやっぱり一

緒になってやろうという気がないとなかなかできないものだと思います。

これちょっと余分なんですが、今、今年からうちのほうでも立ち上げたんですが、農家民泊

の関係、今、三戸郡下に高校生の修学旅行を受入れする農業体験、それは新郷村は三戸郡の中

では入っていなかったんですが、今年４月にその協議会に加盟して、そしてこの前、新郷村の

定住の関係、定住というんですか、農家民泊の協議会を設立して７人の方がそこに参加してい

ただき、それに来年度から取り組んでいくという体制をつくりました。

これについても、将来的に他町村から来る、他町村というか、これ県外というんですか、中

央のほうなんですが、首都圏なんですが、から修学旅行が来ると。そして、実際そこで２泊３

日ないし３泊４日の農業体験をして、将来的に農業に従事したいという気持ちが生まれてくれ

ばということで取り組んだものでございますので、先ほど稲葉議員が言ったように、地域下で

やはりそういうサポートをしていかないと、やはりいい村づくりができないのかなと思ってい

ます。

それにしても、魅力ある村でないとなかなか来ないなという、そのためにどうするかという

こともやっぱり考えていかなければならないなと、そう思っております。

以上です。

○議長（福山惠一郎君） 村長、最後の質問、最後の質問は。

（発言する者あり）

○議長（福山惠一郎君） いや、別のところにまた建てる考えはないかという。

○村長（櫻井雅洋君） 定住促進の今までのやり方を見ていると、建てて来ていただくという

のも一つなんですが、やっぱりそれ満杯になっていないところで新たに造っても、募集が、空
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き家になればちょっと困ると。ですから、希望者が今のところないわけですよね。それよりも

先に空き家を利用して、なおかつそれを変えて、定住のほうに向けていくというふうなやり方

もしていかなければならないのかなと。

空き家についても、取壊しは村ではできないわけですよね。ですから、あくまでも利用する

ような形で、そしてそれをうまく利用して定住につなげるといったほうがまだいいのかなとい

う考えでおります。

以上です。

○議長（福山惠一郎君） 以上で稲葉嘉浩君の一般質問を終わります。

─────────────────────────────────────────────────

◇ 才 神 幸 男 君

○議長（福山惠一郎君） 次に、３番、才神幸男君。

○３番（才神幸男君） 議席ナンバー３番、才神です。

ただいま議長よりお許しが出ましたので、質問させていただきます。

１番、旧西分遣所について。

要旨、旧西分遣所の今後の活用について。

明細、八戸広域消防が発足して３年後に、今の場所に五戸消防署西分遣所として庁舎が建築

され、長年にわたり、新郷村、旧倉石村の住民生活、生命、財産を災害から守る拠点となって

きた庁舎であったと思います。隣には新庁舎が建築され、敷地内には病院に直結するヘリポー

トも造られ、村民も非常に安心していると思います。

旧庁舎は、まだ十分に利用できると私は考えておりますが、現在使用しているのかいないの

か、使用していないのなら今後利用する考えがあるのか、また、取壊しの計画があるのかどう

か、村長の考えを伺いたい。

なお、再質問は自席にて行います。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） それでは、３番、才神議員の質問にお答えします。

旧西分遣所庁舎の今後の活用についてですが、現在、防災倉庫として使用しており、消防団

の備品関係や防災用備蓄品等、防災、防犯に関する備品等を置く倉庫として利用しております。

また、旧西分遣所庁舎の外には防犯カメラを設置しているため、そのモニター等も庁舎内に置

いている状況となっております。今後も保管庫として利用を続けていく予定ですので、取り壊

すことは今のところ考えておりません。
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以上、才神議員の質問にお答えします。

○議長（福山惠一郎君） いいか、再質問ないか。

３番。

○３番（才神幸男君） どうもすみませんでした。

まず、私はこの庁舎に１５年余り勤務し、いろんな災害を経験し、思い出深い庁舎でもあり

ます。

村長は先ほど、庁舎は現在、防災倉庫として使われており、また今後も取壊しの予定はない

と話をされましたが、先ほど私が言ったように、私はこの庁舎はまだ十分に活用できると考え

ており、消防団は別として、婦人消防クラブまたは自主防災組織代表を集め、救命処置、ＡＥ

Ｄの取扱い、またはハザードマップによる自助訓練等のいろいろな訓練ができる場所に使用で

きないものかと考えております。訓練することによって、災害時には一人でも多くの住民が自

分の身を守る対応ができるのではないかと思います。

このまま倉庫として使用するのか、村民の災害に対する意識を高めるための訓練場所として

使用していく考えがあるのか、村長の考えを伺いたい。

２点目として、今後、庁舎の管理についてお聞きしたい。

使う使わないは別としても、この庁舎を村ではこれから管理していかなければならないわけ

ですから、それなりの経費がかかるのではないかと思っております。

特に、ホース乾燥塔ですが、建設してから５０年近くになると思います。それなりに腐敗が

進んでいるのではないかと考え、倒れる危険性も十分にあるのではないかと思っております。

村では、今までこの乾燥塔、何回ぐらい点検を実施しているのか、また、その結果はどうな

のか、また、今後もこの乾燥塔を使用していく考えがあるのかどうか、この２点を村長よりお

聞きしたいと思います。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 先ほど話をしましたように、庁舎については倉庫という考え方しかな

いんですが、例えば防災訓練の施設として使いたいということになると、やはり先ほど言いま

したように、建物そのものも老朽化している。逆に今の新しい常備消防のほうが十分なスペー

スを持っているし、そういうところで訓練というのは可能だと、そういうふうに考えておりま

す。

現在、庁舎の長寿命化というのはなかなかできていないと思うんですが、今のところ人が住

むという施設でないということから、今後さらに調査しながら進めていきたいなと思っており
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ます。

以上です。

○議長（福山惠一郎君） 通告になかった鉄塔のあれは答弁できるか、点検とか、何回検査し

たとかという。

村長。

○村長（櫻井雅洋君） ですから、先ほど言いましたように、まだそこの施設を十分な点検を

していないということから、どうするかというのは考えていませんでしたので、申し訳ありま

せん。

以上です。

○議長（福山惠一郎君） よろしいですか。

○３番（才神幸男君） はい、いいです。

○議長（福山惠一郎君） 以上で才神幸男君の一般質問を終わります。

─────────────────────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（福山惠一郎君） これで本日の議事日程は終了しました。

来る９日は午前１０時から会議を開きます。

本日はこれで散会します。

ご苦労さまでした。

（午前１０時４３分）



第 ３ 日 （１２月９日）
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令和４年第４回新郷村議会定例会

令和４年１２月９日（金曜日）午前１０時０１分開議

議事日程（第３号）

日程第 １ 議案第７６号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

「令和４年度新郷村一般会計補正予算（第５号）」

日程第 ２ 議案第７７号 新郷村重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例案に

ついて

日程第 ３ 議案第７８号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例案について

日程第 ４ 議案第７９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例案について

日程第 ５ 議案第８０号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案につい

て

日程第 ６ 議案第８１号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案に

ついて

日程第 ７ 議案第８２号 新郷村職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例案につ

いて

日程第 ８ 議案第８３号 新郷村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて

日程第 ９ 議案第８４号 新郷村個人情報の保護に関する法律施行条例案について

日程第１０ 議案第８５号 令和４年度新郷村一般会計補正予算（第６号）案について

日程第１１ 議案第８６号 令和４年度新郷村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案に

ついて

日程第１２ 議案第８７号 令和４年度新郷村介護保険特別会計補正予算（第３号）案につい

て

日程第１３ 議案第８８号 令和４年度新郷村国民健康保険診療所特別会計補正予算（第４号）

案について

日程第１４ 議案第８９号 令和４年度新郷村簡易水道特別会計補正予算（第２号）案につい
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て

日程第１５ 議案第９０号 令和４年度新郷村特定環境保全公共下水道特別会計補正予算（第

２号）案について

日程第１６ 議案第９１号 令和４年度新郷村農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

案について

日程第１７ 議案第９２号 役場庁舎及び山村開発センター外壁等改修工事の請負契約の一部

変更について

日程第１８ 委員会の閉会中の継続調査について

─────────────────────────────────────────────────

本日の会議に付した事件
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─────────────────────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（福山惠一郎君） おはようございます。

定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。

（午前１０時０１分）

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第７６号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１、議案第７６号 専決処分した事項の報告及び承認を求め

ることについて「令和４年度新郷村一般会計補正予算（第５号）」を議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第７６号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第７６号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７６号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第７７号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第２、議案第７７号 新郷村重度心身障害者医療費助成条例の

一部を改正する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第７７号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第７７号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７７号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第７８号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第３、議案第７８号 議会の議員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第７８号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第７８号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７８号は原案のとおり可決されました。
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─────────────────────────────────────────────────

◎議案第７９号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第４、議案第７９号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の一部を改正する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第７９号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第７９号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７９号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８０号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第５、議案第８０号 一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。
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これから議案第８０号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８０号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８０号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８１号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第６、議案第８１号 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例

の整理に関する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８１号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８１号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８１号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８２号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第７、議案第８２号 新郷村職員の定年等に関する条例等の一

部を改正する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。



- 36 -

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８２号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８２号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８２号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８３号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第８、議案第８３号 新郷村職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８３号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８３号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８３号は原案のとおり可決されました。
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─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８４号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第９、議案第８４号 新郷村個人情報の保護に関する法律施行

条例案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８４号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８４号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８４号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８５号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１０、議案第８５号 令和４年度新郷村一般会計補正予算

（第６号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

６番、滝沢仁君。

○６番（滝沢 仁君） ７款商工費、１項４目温泉管理運営費、１０節需用費８００万につい

て質問します。

このことについては、令和４年度予算特別委員会において、当初予算での需用費の中の燃料

費、光熱費ともに１，０００万となっており、昨今の燃油高の中で令和２年度決算より少なく

なっていることについて質問したところ、補正をするのでとの答弁に対して苦言を申し上げま
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したが、ここで補正案が示されました。当初から言われておりましたが、極めて遺憾でありま

す。

燃料費は令和２年度決算で１，１６７万９８６円、令和３年度決算で１，３７５万

５，１４０円、光熱水費は令和２年度決算９９１万３，７３８円、令和３年度決算で

１，０１０万５３円と年々増加しております。今の補正予算案で、燃料費５００万、光熱水費

３００万の内訳、あと、まきの使用量を担当課長からお知らせください。

○議長（福山惠一郎君） 企画課長。

○企画商工観光課長（櫻䑓博明君） ただいまの滝沢議員の質問にお答えいたします。

まず、燃料費の５００万の増加の内訳ということになりますが、燃料費が、まず単価が、

３年４月と４年４月を比較したところ、一番多くを占める重油でいきますと、３年４月が

９０円、４年４月が１１２円となっておりまして、２割ちょっと上がっております。この２割

多い単価というのが４月からずっと続いておりまして、今後３月にかけてこれが下がるという

見込みはちょっと見込めないので、昨年度の使用料に２割増加というのを見込んで試算したと

ころ、５００万円の増加をお願いしたいという試算になりました。

それから、まきの使用量なんですが、こちらにつきましては上半期の比較でいきますと、令

和３年度が５００立方メートル、今年度が４６０立方メートルということで若干少なくはなっ

ております。

まきにつきましては、供給元の森林組合さんのほうで、まき割り機を購入いたしまして供給

体制が整ったということで、今後は重油のほうを少し比率を減らして、まきをできるだけ増や

していきたいと考えております。

以上、答弁を終わります。

（「光熱水費の」の声あり）

○企画商工観光課長（櫻䑓博明君） 失礼しました。

光熱水費のほうは主に電気料であります。使用電力の量というのは昨年とほぼ同じなんです

が、こちらのほうは電気料が既に３割程度上がっております。

細かい試算をすると非常に複雑なんですけれども、これも燃料費の高騰の関係で電力の燃料

調整費というものが毎月１５万程度増えております。その積み上げで電気料が高くなっており

ます。こちらのほうにつきましては、東北電力さんのほうから、さらに値上げするという、基

本料金を値上げするという通知がもう来ておりまして、令和５年度はもっと上がるという試算

がもう出ております。その辺をご了承願いたいと思います。
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以上です。

○議長（福山惠一郎君） ６番。

○６番（滝沢 仁君） ただいまの説明によりますと、重油が２割高、予算委員会では説明の

中で２割５分増しという試算をしていたはずですが、２割増しだったらよしとしなきゃいけな

いのかなと思います。

ここでまた質問なんですけれども、新郷村には木の駅プロジェクトというものがあります。

発足に至っては、私も、また、ここにおられる横田副村長も関わりましたが、出荷する会員が

まきを出荷し、地域通貨券で商店を潤し、山林がきれいになり、さらにはカーボンニュートラ

ルにも貢献するというすばらしい組織であります。その組織がありながらも、もっと木の駅の

会員にまきの出荷を呼びかけるべきではなかったのかと、このまきの使用量からいいますと疑

問が浮かびます。

そこで村長に聞きますけれども、ただただ経費安くしろと言っているわけではありませんが、

村長は提案説明の中で、村税収入、地方交付税等の伸びが依然として期待できず、義務的な経

費が増加するなど５年度の一般財源の不足が予想されますという提案もしておりますが、木が

高い、重油が高いということもありますが、もっと木の駅等を活用して燃料費を抑えるという

か、この地域に貢献するようなことをするような指示をしていたのでしょうか。

○議長（福山惠一郎君） 村長。

○村長（櫻井雅洋君） 指示とかということはしてはおりませんでしたけれども、通常の利用

者がまきをくべて、搬出、搬入しているなということでおりましたけれども、やっぱりなかな

か思うように集まらないというのが現状だったようです。今後については、そのプロジェクト

等々を上手く利用しながら、できるだけそういう人たちに還元しながら、地域づくりを目指し

ていかなければならないな、そう思っております。

○議長（福山惠一郎君） ６番。

○６番（滝沢 仁君） 来年度予算にも関わってくると思いますので、今後もっとこの地域の

資源である山林等の整備等にも貢献すると思いますので、そういうことを頭に入れながら予算

編成をしていくことを望み、質問を終わります。

○議長（福山惠一郎君） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。
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討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８５号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８５号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８５号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８６号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１１、議案第８６号 令和４年度新郷村国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８６号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８６号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８６号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８７号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１２、議案第８７号 令和４年度新郷村介護保険特別会計補
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正予算（第３号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８７号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８７号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８７号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８８号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１３、議案第８８号 令和４年度新郷村国民健康保険診療所

特別会計補正予算（第４号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８８号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８８号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８８号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第８９号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１４、議案第８９号 令和４年度新郷村簡易水道特別会計補

正予算（第２号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第８９号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第８９号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８９号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第９０号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１５、議案第９０号 令和４年度新郷村特定環境保全公共下

水道特別会計補正予算（第２号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。
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討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第９０号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第９０号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９０号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第９１号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１６、議案第９１号 令和４年度新郷村農業集落排水事業特

別会計補正予算（第２号）案についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第９１号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第９１号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９１号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎議案第９２号の質疑、討論、採決

○議長（福山惠一郎君） 日程第１７、議案第９２号 役場庁舎及び山村開発センター外壁等
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改修工事の請負契約の一部変更についてを議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑はありませんか。

１番、稲葉嘉浩君。

○１番（稲葉嘉浩君） 議案第９２号についてですが、当初予算１億５，０１５万円に増額さ

れる２８１万６千円の工事内容の説明では、足洗い場等の塗装、それに伴う外灯照明機器の設

置、そしてタラップの新設工事一式等７か所という説明を受けました。

資材高騰等により工事費用が増加したのなら、改修工事請負代金の変更ということで納得し

ますが、内容を見ると新たな工事の追加で、今回の改修工事とは別の請負契約が必要のように

思いますが、当初の外壁等改修工事の請負契約はどのような契約内容になっているのでしょう

か。今回の新たに増えた工事は、契約部分に入っていなかったのはなぜか、当初予想されなか

ったのでしょうか。補正ではなく変更ということで議案を提出してきた理由をお答えください。

○議長（福山惠一郎君） 総務課長。

○総務課長（髙村郁子君） 稲葉議員の質疑にお答えいたします。

改修工事の附帯する工事として、今回の補正もしくは契約の一部変更となりました。

当初、分からなかったのかということでしたが、工事を進めていく段階で分かったことが主

になります。あと、今のどちらも工事をしている最中というんですか、足場を設置していると

きでなければできない工事等もあったので、工事終了後に改修するとなると、改修した箇所を

剝がしたりする作業等が発生するため、今回の変更契約をして改修することにしました。

あと、当初の契約内容についてですが、この追加される工事は入っておりませんでした。

以上で答弁を終わります。

○議長（福山惠一郎君） １番。

○１番（稲葉嘉浩君） それでは、今後もさらに、このような当初予算で承認した工事内容に

追加の変更契約はあり得るということでしょうか。工事内容の追加による改修工事請負代金の

変更もあるのか、また、今回の改修工事の工期は令和５年３月２４日となっていますが、工事

の追加による工期の延長もあり得るということでしょうか、お答えください。

○議長（福山惠一郎君） 総務課長。

○総務課長（髙村郁子君） 今後の変更契約はございません。そして、工期については、追加

しておりますけれども、３月２４日を予定しております。

以上です。
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○議長（福山惠一郎君） 変更があり得るのか、あり得ないのかというのは。

○総務課長（髙村郁子君） ない予定です。

○議長（福山惠一郎君） いいか。

（「はい」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） ほかにございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 質疑なしと認めます。

これから討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 討論なしと認めます。

これから議案第９２号を採決いたします。

お諮りいたします。

議案第９２号は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第９２号は原案のとおり可決されました。

─────────────────────────────────────────────────

◎委員会の閉会中の継続調査について

○議長（福山惠一郎君） 日程第１８、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたしま

す。

総務常任委員長から、総務、厚生、財政、教育及びこれらに関する事項の調査、産業建設常

任委員長から、農林、商工、公有林野、土木建築及びこれらに関する事項の調査、議会運営委

員長から、本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項の調査について、それぞれ閉会中の

継続調査の申出があります。

各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（福山惠一郎君） 異議なしと認めます。

したがって、各委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

以上で、本日の議事日程は全部終了しました。
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本定例会に付議された事件は全て終了しました。

これで本日の会議を終了いたします。

（午前１０時３３分）

─────────────────────────────────────────────────

◎村長挨拶

○議長（福山惠一郎君） 村長から挨拶があります。

村長。

○村長（櫻井雅洋君） それでは、議長のお許しを得ましたので、一言お礼のご挨拶を申し上

げます。

今月の５日から始まった本定例会にご提案いたしました全ての議案、原案どおりご承認いた

だきまして、誠にありがとうございました。

会期中、議員皆様からいただいたご意見やご要望等については、検討し、精査しながら、村

政に反映されるよう職員共々努めてまいりたいと思っております。

自然災害の多かった今年ではありましたが、新郷村にとって大きな事件、事故、そして人命

に係る災害に見舞われることなく、平穏無事に終わろうとしております。交通死亡事故ゼロ日

は９月２３日で７年を達成し、継続しております。五戸警察署管内において、今月１４日から

県下一斉年末警戒取締りが始まります。交通事故に十分配慮し、年末年始を過ごしていただき

たいと思っております。

コロナ感染は高止まりとなっておりますが、当村において診療所での５回目のワクチン接種

が今月３日で終了しております。今後の希望者には五戸総合病院での接種となります。今、市

町村の感染者数が報告されていない状況ですが、村民の感染者も出ております。平穏な日常に

なることを願うものです。

日増しに寒さも厳しくなり、年末年始は何かとご多忙な日々が続き、人の往来が多くなるこ

の時期、感染対策に心がけ、議員の皆様方には体調管理に徹し、村政発展のためにご指導、ご

鞭撻くださるようお願い申し上げますとともに、去る年を顧み、迎える年が皆様にとってさら

なる躍進のよい年となりますことを心よりお祈り申し上げ、お礼の挨拶といたします。

ありがとうございました。

─────────────────────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（福山惠一郎君） 以上で、令和４年第４回新郷村議会定例会を閉会いたします。
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ご苦労さまでした。

（午前１０時３６分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

令和５年３月２０日

議 長 福山 惠一郎

署 名 議 員 細川 真理子

署 名 議 員 稲葉 嘉浩


